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平成30年度主要施策に関する提案  

 

  

広島県内陸部振興対策協議会は、広島県北部の中山間地域

に位置する４市４町をもって構成しており、昭和42年に設

立し、本年、設立50周年を迎えました。  

設立以来、当該地域の繁栄と発展を促進するため、調査・

研究・提案など、積極的な活動を展開し、徐々にではありま

すが着実な成果を挙げてまいりました。  

 

しかしながら、引き続く人口の減少や著しい少子高齢化、

農林水産業をはじめとする地域産業の衰退、生活・産業基盤

における都市部との整備格差など、依然として多くの課題を

抱えております。  

こうした状況にあって、この美しい国土と環境を未来に引

き継ぐため、各種振興策を展開し、国土発展の一翼を担って

いくためには、諸課題の解決のみならず、国における総合的

な活性化支援策に大きな期待を寄せているところでござい

ます。  

 

つきましては、本地域の発展のため、別項のとおり提案い

たしますので、一層のご理解をいただきますとともに、これ

らの事業の実施に係る予算措置につきまして、格別のご配慮

を賜りますようお願い申し上げます。  

 なお、本提案事項は、いずれも提案市町のみならず本協議

会の総意として要望するものであり、その趣旨をご理解いた

だきますよう、お願い申し上げます。  

 

 

   平成29年11月  

 

                       広島県内陸部振興対策協議会  

                       会長    小  林  秀  矩  
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市町最優先提案資料 

 

【府中市】           

 

要望箇所 府中市南北道路（主要地方道府中松永線）府中市栗柄町～広谷町 

   

 

 

要望箇所 一級河川「芦田川」及び一般国道 486号 

  

 

【ストック効果】 

・市中心部及び北部工業団地から山陽自動車道 福山西

IC間、国道２号、松永港への交通快適性が大幅に向上す

る。 

また、流通の円滑化により産業の活性化がはかられ、市

内から市外へ転出される方の歯止めとなる。 

・扇橋の架け替えにより現在の複雑な交差点が解消され円

滑な交通処理が可能となり、交通事故発生件数の減少が

期待される。 

【概要】 

本路線は、市中心部及び北部工業団

地から山陽自動車道、国道２号、松永港

などへ最短でアクセスする重要な幹線

路線である。 

本路線の道路改良により、流通の円

滑化が図られるとともに車道と歩道の

分離により小学生の通学や自転車通行

の安全性の向上が期待される。 

府中市南北道路（主要地方道府中松永線） 

【ストック効果】 

・浸水被害が軽減されることにより、地域の安全・

安心が確保される。 

・国道 486号の河川改修区間の無歩道が解消され、

安心して歩行者、自転車の通行が可能となる。 

・前原橋は、架設から今年で 52年が経過し老朽化

している。幅員が拡がれば、交通の安全性が向上

する。 

 

【概要】 

 本河川は、平成 10 年の豪雨で氾濫し国道

の冠水、家屋の浸水被害が発生。河積の確保

など治水安全度の向上を早期に図る必要が

あります。芦田川水系河川整備計画に基づく

事業の早期完成をお願いするものである。 

 また、この区間の国道 486号は無歩道区間

であり、非常に危険な区域であります。河川

改修に伴い、国道の改良工事の早期完成を要

望する。 

【地元の声】 

 浸水被害の軽減、国道 486号の歩

道整備、前原橋の幅員拡幅により安

心してこの地域で暮らせることが

できるよう、早期の完成をお願いし

ます。 

 

「芦田川」前原橋付近 

【地元の声】 

運送コストの軽減や通勤時間短縮など、地域経済発展の

ために南北道の早期完成をお願いします。 

（府中商工会議所要望書より） 
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市町最優先提案資料 

 

【三次市】           

 

要望箇所 一般国道 183号  三次市十日市中（三次拡幅） 

   

 

 

要望箇所   一般国道 375号 三次市日下町～作木町香淀(引宇根工区)、十日市南 

 

 

 

Ⅱ期区間  

三次警察署入口交差点付近 

【概要】 

本路線は、三次市の中心市街地を通過する主

要幹線道路であり、円滑な交通処理機能と快適

な道路空間の確保とともに良好な市街地形成

に寄与することが求められる。 

三次市の中心市街地の形成のため、Ⅰ期区間

400ｍ、Ⅱ期区間 300ｍの道路改良事業につい

て、早期完成をお願いする。 

【ストック効果】 

・異常気象時通行規制区間の一部が解消され、

「第一次緊急輸送道路ネットワーク」が強化され

る。 

・作木地区から地域医療支援病院である三次市

立三次中央病院への救急搬送時間が大幅に短縮

される。 

・狭く、カーブが多い区間が解消され、通行が快

適になる。 

【ストック効果】 

三次市中心部における朝夕の通勤時間帯に発

生する渋滞を解消し、国道５４号及び中国縦貫自

動車道三次ＩＣへのアクセス性向上を図る。 

また、併せて歩行空間の整備を行うことで、安全

安心な歩行空間を創造する。 

Ⅱ期区間 

Ⅰ期区間 

①日下町～作木町香淀 

【概要】 

本路線の未改良区間は、線形

不良で見通しが悪く、通行に

困難をきたしている。日下～

香淀における未改良区間の早

期全線改良をお願いする。 

Ⅰ期区間 三次駅前周辺 

②十日市南 

【概要】 

市内外の来訪者が頻繁に往来し、交通量

が非常に多い区間である三次ＩＣから三

次市街地間（十日市南）の早期歩道整備

をお願いする。 

【トピックス】 

平成 30 年３月

末のＪＲ三江線

廃止により、代替

交通としてのバ

ス運行に際して

は、未改良区間の

早急な整備が必

要である。 

【地元の声】 

 通学時には学生が通る

箇所でもあり、安全性の

確保のため歩道整備が必

要と考える。（地域住民保

護者） 

【ストック効果】 

・中国縦貫自動車道三次Ｉ

Ｃと三次市街地を結ぶア

クセス路線における歩行

者の安全確保 

②十日市南 ①作木町唐香 
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市町最優先提案資料 

 

【庄原市】           

 

要望箇所 一般県道庄原停車場線〔(都)駅前新庄線〕 庄原市中本町～新庄町  

  

 

 

要望箇所   一級河川「成羽川」  庄原市東城町  

 

 

 

庄原市東城町浜栄地区 

【概要】 

本河川は、庄原市東城町を縦断する河川であ

るが、東城町市街地の浜栄町区域は家屋連担地

域であるにも関わらず、渡船場があったことか

ら堤防が低く、内水被害が多発しており、家屋

等、住民の財産に大きな被害を与えている。ま

た、小奴可地区においても、河川の線形不良箇

所があるため、農地が浸水する等の被害がでて

おり、早期の全川改修を要望する。 

平成 29年度事業費 52百万円 

用地買収、掘削・護岸工事を予定 

【ストック効果】 

・浸水被害が軽減されることにより、地域の安

全・安心が確保される。 

・増水時の橋梁の通行が確保されることにより、

避難・防災活動の円滑が図られる。 

・地域の安全が確保されることにより、人口流出

の抑制及び新規定住者の増加が期待される。 

 

【地元の声】 

・毎年 7月から 10月の梅雨及び台風

時期になると洪水が護岸をこえて

浜栄町地域の住宅に浸水し、その

都度、周辺住民は避難施設に退避

する危険にさらされています。 

 

（東城自治振興区要望書より） 

 
庄原市東城町小奴可地区 

土地区画整理区域図 

【概要】 

本路線は、現在庄原市が施工中の土地区

画整理事業区域内にある JR 備後庄原駅を

起点とし、中国縦貫自動車道庄原 IC を結

ぶ重要路線で、緊急輸送道路に指定されて

いる。また、庄原小・中学校等の通学路と

なっているが、大型車の通行が多く、現道

は狭隘で歩道が狭いため、児童・生徒等の

歩行者が危険な状態にある。 

本路線の整備により、交通の円滑化が図

られ、地域活性化と地域防災力の向上が期

待される。 

【ストック効果】 

・JR 備後庄原駅から中国縦貫自動車道庄原 IC 間の交

通利便性が大幅に向上 

・土地区画整理事業と合わせ、中心市街地の活性化に

大きく寄与 

・歩道の拡幅により、登下校をする児童・生徒等の歩行

者の安全性が向上 

・災害時における円滑な輸送路を確保するとともに、 

避難所に指定されている庄原中学校・小学校への 

迅速な避難が可能となり防災機能の強化 

通学状況写真 
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市町最優先提案資料 

 

【安芸高田市】           

 

要望箇所 地域高規格道路「東広島高田道路」   安芸高田市向原町～吉田町 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望箇所   急傾斜地「貴船地区」   安芸高田市吉田町吉田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安芸高田市吉田町吉田地区 

【概要】 

当該地区には高校・小学校などの教育

施設や、保育所・幼稚園などが点在する

が、土砂災害警戒区域・特別警戒区域に

指定されているため、生徒・児童の保護

者及び住民から早期の対策が望まれて

いる。 

【ストック効果】 

・急傾斜地の崩壊から人命や公共施設、人家等への被

害を防ぐ効果が期待できる。 

・地域の安全が確保されることにより、人口流出の抑

制及び新規定住者の増加が期待される。 

・安心して勉学に専念できる。 

【地元の声】 

・過去には高校裏の斜面が崩れたこ

ともあり、小学校に子供を預ける親

として不安に思う。一日でも早く安

心して通学できる学校になってほ

しいと思います。 

（吉田町吉田地区住民より） 

 

安芸高田市吉田町吉田地区 

 

【概要】 

 東広島高田道路のうち向原～吉田間は

現道の平面・縦断線形が悪く交通の隘路と

なっている。地域の発展・活性化を図るに

は当該区間の整備は不可欠であり、交通の

難所の解消が地域間の連携、更には広域的

な交流促進を進めることになる。 

 平成 17年の事業化から 10年以上が経過

し、地域の期待も一層高まっていることか

ら、早期の完成を要望する。 

【ストック効果】 
・地域間連携向上によるまちづくり支援 
・県中央域へのアクセス強化 
・道路線形、縦断勾配の不良区間解消 
・冬季における交通安全性の確保 

【地元の声】 

・最近では工事が目に見える形で進んできました。 

 地域にとっても完成を心待ちにしている道路であり、

完成後の更なる地域の発展を期待しています。 

（吉田町常友地区住民より） 
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市町最優先提案資料 

 

【安芸太田町】           

         

要望箇所 一般国道 191号  安芸太田町 松原 

   

 

 

要望箇所 一般県道弁財天加計線  安芸太田町 土居 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29年度事業費 10百万円  予備設計 

【ストック効果】 

・芸北、益田市方面からの中国縦貫自動車道戸河内 IC 間

の交通快適性が大幅に向上 

・中国縦貫自動車道戸河内 IC からの年間を通じて観光施

設（スキー場、三段峡、深入山）へのアクセス向上 

・高速バス等の公共交通機関の定時制の確保 

・交通利便性向上により市内経済活性化に大きく寄与 

・緊急車両出動時間の短縮 

【概要】 

本路線は島根県益田市から広島市に

至る陰陽を結ぶ広域経済活動や四季を

通じた観光道路、さらには地域住民の

生活基盤として重要な広域基幹道路で

ある。豪雪地帯に指定されているこの

箇所では最急道路勾配 10％を超える状

況のため冬季において交通渋滞を招き

交通事故も多発している。このような

ことから道路状態が非常に悪く通行車

両及び地域住民の不安を招いている。 

 本区間の改良により一年を通じて通

行車両の安全を確保し地域住民の不安

を解消することとなる。 

【地元の声】 

・積雪対応の舗装や融雪装置を設置して頂いております

が急勾配の区間が長く解消には至っておりません。一年を

通じて不安は解消できず、当地区において最重要課題であ

るため早期の改良を望みます。 

（平成 25年１月松原自治会要望書より） 

平成 29年度事業費 66百万円 

用地買収、工事実施予定 

【ストック効果】 

・事前交通規制の緩和による孤立化の解消 

・寺領地区から国道 191号へ避難、防災活動の経路確保 

・災害発生時、交通事故等による交通障害の低減 

・年間を通じて円滑な交通の確保 

・戸河内 IC 等へのアクセス向上による地域生産物の流通

の効率化 

・路線バスの定時性等の安定した通行の確保 

【概要】 

 当路線の起終点側には、線形及び幅

員が極めて不良狭小で離合困難区間が

残されている。地形は山側谷側共に急

勾配な法面であり落石、法面崩壊、路肩

崩壊が度々発生している。異常気象時

には通行規制が発せられ、路線内の集

落（寺領地区）は孤立してしまう。 

 本区間の拡幅改良を実施することに

よる異常気象時の通行規制は緩和され

通行車両はもとより、通学路としても

指定しているため通学の安全確保にも

寄与することなる。 

安芸太田町 松原地区 

安芸太田町 土居地区 
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市町最優先提案資料 

 

【北広島町】           

  

要望箇所 主要地方道千代田八千代線 北広島町畑 

   

 

 

要望箇所 一般国道 186号  北広島町細見 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29年度事業費 23百万円 

測量設計を実施予定 

【ストック効果】 

・国道 54号と町中心部のアクセス改善、道路

ネットワークの強化、交通処理の円滑化 

・大型車と普通車の離合困難カ所の解消 

・路線バスの安定した運営 

・交通の安全性が大幅に向上 

・積雪時における安定した交通確保 

【概要】 

主要地方道千代田八千代線については、

平成 26年２月に国道 54号可部バイパス三

入～大林間が開通した影響等により、町内

工業団地等への通勤の利便性から交通量

が増加傾向にある。 
しかし、町市境の北広島町側が未改良で

あり狭隘で線形不良区間が残っているこ

とから大型車との離合など支障を生じて

いる。よって、早期整備を要望する。 

【地元の声】 

・道路が狭いうえに、カーブがきつ

く普通車同士でも離合が難しく、

危険を感じています。近年交通量

も増え、これまで以上に危険性は

増すと思います。早期の解消を望

みます。 

（北広島町南方Ｓさん 聞き取り） 
畑地区 

【地元の声】 

・中高生の通学路であるこの区間で

は通学中に側溝に転落する事故が

起こっています、安心して通学で

きるよう早期改良をお願いしま

す。 

（芸北地域振興協議会要望より） 

【概要】 
本路線は山陽・西中国山地・山陰を結ぶ

広域基幹道路であり、本路線の整備は、地
域住民の利便の向上に資するとともに、経
済及び文化の発展に大きく寄与しており、
本町にとっては非常に重要な路線である。 
しかしながら、細見地区においては通学

路として利用されながら安全な道路空間
が確保されていないため、交通事故の不安
がある。 
歩道整備により、安全性の向上が期待さ

れる。 

細見地区 

平成 29年度事業費 59百万円 

用地取得及び工事を実施予定 

【ストック効果】 

・歩道が整備されることにより、通学生地域の安全・安

心が確保される。 

・山間部で道路照明等が十分でないことから夜間にお

いて、特に高齢者の安全な歩行空間が確保される。 
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市町最優先提案資料 

 

【世羅町】           

 

要望箇所 一般国道 432号 賀茂バイパス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望箇所   主要地方道甲山甲奴上市線 世羅町赤屋 

 

 

 

賀茂地区国道４３２号現況 

【概要】 

本路線は、竹原市・三原市大和町方面や

広島空港と世羅町市街地を結ぶ重要路線

である。 

しかしながら、この区間は家が両脇に立

ち並び、幅員が狭隘で急なカーブも数か所

あるため車の交通や歩行者の安全性に支

障をきたしている。 

平成 29年度事業費 104百万円 

用地買収、改良工事を実施予定 

【ストック効果】 

・旧道の交通量の減少により車や歩行者の安全性が大

幅に向上 

・緊急車両到着時間の短縮 

・新たに生まれるバイパス道路脇の土地の活用による

経済効果が期待される 

・広島空港との流通の円滑化による市内経済の活性化

に寄与 

【概要】 

本路線は、中国縦貫自動車道庄原 ICや

中国横断自動車道尾道松江線甲奴 IC、世

羅 IC に連絡し、庄原市総領町と世羅町

を結び生活に密着した重要な幹線道路

である。 

しかしながら、本区間は未改良で、車

同士の離合ができない区間が多く、通行

に支障をきたしている。 

平成 29年度事業費 10百万円 

測量設計を実施予定 

【ストック効果】 

・交通の円滑化により、住環境の向上が図られ、地域

活性化につながる。 

・車・歩行者の安全性が向上する。 

・緊急車両の通行時間が短縮し、住民の安心・安全が

確保される。 

世羅町赤屋地区 
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市町最優先提案資料 

 

【神石高原町】           

 

要望箇所 一般国道 182号 神石高原町油木、井関  

 

 

 

 

要望箇所 
  主要地方道吉舎油木線 神石高原町小畠、長者原 

（バイパス、トンネル） 

  

 

 

【概要】 

本路線は山陽自動車道と中国縦貫自動車道

を結び高速交通体系のネットワーク構成に大

きく貢献する重要な路線で、集客・物流機能を

併せ持ち、産業・観光面等に多様な効果をもた

らし整備・充実は必要不可欠である。 

本路線の改良要望区間は、幅員が狭隘かつ急

カーブであり、大型車の通行に支障を生じてい

る。 

本区間の改良により、流通の円滑化が図られ

るとともに安全性の向上が期待されます。 

平成 29年度事業費 10百万円 

測量設計 

【ストック効果】 

・大型車両の交通快適性が大幅に向上 

・通学時の安心・安全が確保される。 

・高速交通体系の機能強化の確保ができる。 

・安全で円滑な自動車交通が望め、地域に住む

人々の生き生きした生活が確保される。 

 

【地元の声】 

・大型車両の通行が多く、歩道が未

整備で通学時に危険なため早期

に改良を望みます。 

（PTA要望書） 

神石高原町小畠地区 

【概要】 

本路線の改良要望区間は、合併前の旧油

木町と旧三和町を結ぶ合併周回道路であ

り、広域的行政及び地域住民の生産・流通・

消費・生活のあらゆる分野で、重要な役割

を担う主要な幹線道路である。 

本区間の改良により、安全性と地域活性

化の向上により地域振興が図られる。 

平成 29年度事業費 35百万円 

用地測量、用地買収 

【ストック効果】 

・トンネル改良により、車両の通行制限が解除され

流通経路の拡大が期待できる。 

・バイパス化により地域の安心・安全が確保され

る。 

・地域活性化の向上により地域振興が図られる。 

【地元の声】 

・朝夕の通勤の自動車、大型トラック等の

交通車両が急増し、道路の幅員が狭い

上に歩道が無く、車両通行時歩行者は

非常に危険です。 

・児童の登下校時に非常に危険です。  

（小畠自治振興会要望書より） 

 

神石高原町油木地区 

 



9 

 

 

１ ユニバーサルサービスの見直しと民間事業者主体への支援

制度の創設について  

提案の主旨 

○ ユニバーサルサービスの見直しと民間事業者主体への支援制度の創設について 

 （総務省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 民間通信事業者の採算性の問題からやむを得ず市町村が事業主体となってブロードバ

ンド基盤を整備し、民間通信事業者に貸し出すことによって住民にブロードバンドサービ

スを提供してきています。 

 

 

【課題】 

○ 維持コストや更新にかかる費用について自治体に大きな負担が生じています。 

また、全国的に同様の自治体が多く存在しており共通の課題です。 

 

 

 

 

提案の内容 

 

 

ＩＲＵ設備を永遠に自治体が保有することは、自治体に過度の負担を強いることにつなが

ります。また、世界的にもブロードバンド化は常識であり、ユニバーサルサービスの一つと

位置づけ、民間通信事業者が積極的に設備を移行するよう国から働きかけをお願いします。 

また、携帯電話においても同様に、国民が等しくサービスが受けられる制度となり得るた

め民間通信事業者が事業主体となり、積極的に整備できるような支援制度の創設をお願い申

し上げます。 
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２ 医師等医療従事者の確保について    

提案の主旨 

○ 医師等医療従事者の確保について 

                      （厚生労働省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 現在の医師不足は国の政策により、医師数の抑制や新臨床研修制度によるところが大き

く、国として早急に解決する必要があります。 

中山間地では、医師の高齢化による閉院、休診等が相次いでおり、地域の医療が確保で

きないなど過疎化に拍車をかけており、無医地区の増加が懸念される状況にあります。 

 

【課題】 

○ 国は、健康保険法等において誰でも、何処でも同じ医療の提供を受けることができると

して、制度の運用を行っていますが、医療を受けることのできる状況は地域間における格

差が大きく、等しく医療の提供を受けるに至っていません。 

市町独自の医療従事者奨学金制度等により医療従事者確保に取り組んでいますが、中山

間地域の基礎自治体が独自で医師を確保することは非常に厳しい状況であり、安定的な医

療サービスの提供に支障をきたしています。 

 

 

 

 

提案の内容 

 

 

現在の医師不足や医師の地域偏在は、医師数の抑制や新臨床研修制度によるところが大き

く、地域の医療に必要な医師、看護師を確保するため、医師の派遣や看護師の処遇改善措置

に対する補助金の創設等、地域の実情に即した実効性のある支援、また、医療圏域を細分化

し、その範囲で標準的な医療体制が確保できるよう、早急な整備をお願い申し上げます。 
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３ 乳幼児医療費助成制度の拡充等について        

提案の主旨 

○ 乳幼児医療費助成制度の拡充等について   

 （厚生労働省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

  本制度は子育て世代からの関心が高く、その期待に応えるべく、県単独事業に加え各市

町が独自に助成制度を拡充し実施しています。 

  事業概要は、次のとおりですが、市町の助成事業は、自治体ごとに差異があります。 

○ 広島県福祉医療費公費負担事業（乳幼児医療費助成） 

出生の日から満６歳に達する日以降最初の３月 31日まで 

○ 市町の乳幼児医療費助成事業（神石高原町の例） 

出生の日から満 18歳に達する日以降の最初の３月 31日までの間にある者（乳幼児医療

費助成制度該当者は除く） 

また、各自治体が財源の確保に苦慮しつつも、この２年間で県内約半数の市町が独自に

対象児年齢の引き上げ（拡大）を図っています。 

 

 

【課題】 

○ 現在乳幼児医療費の助成制度は、各自治体が独自に実施しており、対象年齢などの助成

内容に差異があります。 

○ 県単独事業のため、県外への受診時は公費制度が効かないため、すべて償還払いとなり

ます。 

  

 

 

 

提案の内容 

 

 

国をあげて少子化対策の一貫としての乳幼児医療費助成制度の創設を要望します。 

創設にあたっては、助成対象年齢を 18 歳満了時または義務教育満了時とし、所得制限等

を設けないようお願いします。 

また、県外での受診時においても、県の枠を超えて全国統一の制度として医療保険とセッ

トで使用できるように、全国共通の公費番号の設定をお願い申し上げます。 
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４ 介護従事者の確保について      

提案の主旨 

○ 介護従事者の確保について   

 （厚生労働省） 

現状及び課題 

 

【現状】  

○ 少子高齢化が急速に進む当協議会地域においては、高齢化率が 48.3%(平成 29年１月１

日現在)におよぶ自治体があり、今後も高齢化が進展する反面、生産年齢人口は年々減少

することが予測される中、介護人材の確保は喫緊の課題となっています。 

 

 

【課題】 

○ 近隣の都市部における相次ぐ介護老人福祉施設等の新設により、当市の介護従事者は争

奪戦の様相を呈しており、中山間地域において安定的に人材を確保することは、極めて困

難な状況となっています。 

介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善加算が平成 27年度には月額 27,000

円相当となっており、さらに平成 29 年度からキャリアアップの仕組みが設けられ、取り

組む事業所については、月額 10,000円相当の賃金改善の拡充が行われています。 

しかし、依然として介護職員の賃金水準は低いのが実情であり、これを全産業平均並み

に引き上げるには膨大な財源が必要となります。 

 

 

提案の内容 

 

 

介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、所得の高い層の負担割合を３割とする利

用者負担割合の見直しや、介護納付金の総報酬割の導入などが予定されていますが、これら

の対策でこの課題の解決を図ることは困難であると言わざるを得ません。 

本協議会管内市町では、医師会が中心となって医療・介護従事者の研修制度を設けキャリ

アアップを図っていますが、キャリアパスの仕組みが確立されていないため、従事者確保の

有効な手立てとなっていないのが実情であります。 

ついては、介護保険制度の持続可能性を確保するための一層の財源的な支援とともに、介

護従事者の確保に向けた抜本的な制度の見直しを要望します。 
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５ 有害鳥獣対策の充実強化について 

提案の主旨 

○ 有害鳥獣対策の充実強化について  

（農林水産省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 有害鳥獣による農作物等への影響については、防除と捕獲の両面から取り組みを行い一

時期から比較すると減少傾向ですが、生息区域の広域化などにより被害は深刻化していま

す。 

 

 

【課題】 

○ 農作物被害はもとより、畦畔の掘り起しなど被害額として上がってこない被害も存在

し、生産者の農業意欲減退及び住民の安全確保についても多大な影響を与えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案の内容 

 

 

鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するためにも、鳥獣被害防止総合対策交付金を恒久的な

事業として確立するようお願い申し上げます。 
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６ 多面的機能支払交付金に対する支援について      

提案の主旨 

○ 多面的機能支払交付金に対する支援について  

               （農林水産省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 現在の農村は、少子高齢化による、担い手不足のなか、各地域において、農地維持支払・

資源向上支払（共同活動）・資源向上支払（長寿命化）に取り組んでいます。 

農業は中山間地域にとって基幹産業であり、農業生産の基盤である農地を守っていくた

めには、ほ場畦畔や水路、農道などの施設を良好な状態に維持管理する必要があります。 

ほ場整備事業完了後、かなりの年月が経過し、農業用施設の老朽化が進み農業生産活動

に支障をきたしている状況です。 

 

 

【課題】 

○ 小組織が乱立し、各組織においても高齢化等により、事務ができなくなり、また市にと

っても、審査等で時間と人数がかかります。このため、組織を旧市町単位の広域エリアに

合併させようとしていますが、広域化する支援が 40万円/組織（１回限り）となっており、

広域化のメリットが少なく、広域化が進んでいません。 

 

 

提案の内容 

 

 

平成 26 年度から「多面的機能交付金制度」に取り組み農業農村の有する多面的機能の発

揮、維持を図るため地域の共同活動に支援を行っていますが、小組織の乱立が起き、また、

資源向上支払（長寿命化）が取り組めない地域が多くありました。 

現在、小組織から旧市町単位への組織の広域化・土地改良区へ集積する組織の広域化へと

組織と話し合いを進めていますが、広域化するメリットが少なく、進展していません。 

このことから、農業・農村の有する多面的機能が今後とも維持され、担い手への農地集積

ということから、多面的機能交付金制度の充実を広域化によって、果たしていくためにも、

広域化する支援への拡充をお願い申し上げます。 
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７ 経営所得安定対策推進事業費補助金の予算要望額の確保に

ついて【新規】 

提案の主旨 

○ 経営所得安定対策推進事業費補助金の予算要望額の確保について  

（農林水産省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 経営所得安定対策及び水田活用の直接交付金の実施に当たっては、各地域で農業再生協

議会を設立し、対策の普及・推進活動、対象作物の作付け面積等の確認を行っています。 

また、関係者が一丸となって地域農業の方向付けを行っていけるよう、戦略作物助成の

対象作物の需要に応じた生産振興をはじめ、担い手の問題、農地の問題と併せて議論し、

行政と農業団体、担い手農家等が協力して推進する体制を整備しています。 

 

 

【課題】 

○ 予算要望額に対し、国からの配分額が減額された為、農業再生協議会としても業務を執

行する際に、作業の効率化・コスト削減に務めていく予定としておりますが、事務の停滞

が懸念されます。 

 

 

 

 

提案の内容 

 

 

平成 29 年度の予算要望をいたしましたが、国からの内示額が減額されており、再生協議

会の業務を執行する際に、事務が滞ることがないよう行ってまいりたいと思いますので、予

算要望額の確保をお願い申し上げます。 
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８ 環境保全型農業直接支払交付金の申請額の確保について 

【新規】 

提案の主旨 

○ 環境保全型農業直接支払交付金の申請額の確保について  

（農林水産省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 平成 29 年度の環境保全型農業直接支払交付金は、要望量調査の結果、全国の１取組目

の要望総額が予算額を上回っており、６月末の申請時までに、この状況が変わらなければ、

交付額の調整を行わざる得ない状況です。 

 

 

【課題】 

○ 環境保全型農業直接支払交付金は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みとなってい

ることから、申請額の合計が予算を上回った場合、交付額を減額せざるを得ません。 

 

 

 

 

 

 

 

提案の内容 

 

 

平成 23 年度から、国際的な動きとして地球温暖化防止や生物多様性保全への対応が急務

となる中、化学肥料及び化学合成農薬の施用を５割以上低減する取組と合わせて、地球温暖

化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する支援を行う環境保全型農業直接支

援対策が創設され、平成 26 年度に、農業、農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るた

め、多面的機能支払、中山間地域等直接支払及び本対策を日本型直接支払制度として位置づ

け、平成 27年度から、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度

として、各市町においても支援を行っております。 

 引き続き、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献し、環境

にやさしい農業に取り組む農業者を支援し続ける為にも国庫交付金の増額をお願い申し上

げます。 
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９ 農業農村整備事業の推進について 

提案の主旨 

○ 農業農村整備事業の推進について  

（農林水産省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 当協議会地域は、典型的な中山間地域であり、社会現象である人口減少により、生産年

齢人口が減少し、集落法人や小規模兼業農家の高齢化も進んでいます。 

若年層を中心とした担い手の確保が困難な過疎地域の事情から、集落法人等の担い手の

育成に取り組んできているものの、法人設立にまで至らず、農地・農業用施設の維持・管

理は、地域営農集団や小規模兼業農家が中心的な役割を担っています。 

 

 

【課題】 

○ 小規模な基盤整備や農業用施設の維持修繕については、単独市町費の補助制度により救

済を行っているところですが、ほ場整備事業等の農業用施設が耐用年数を経過しているこ

とから老朽化に伴う改修要望が多く、充分な対応ができず、生産者の営農意欲も低下傾向

にあります。 

 

 

 

 

 

提案の内容 

 

 

中山間地域で農業経営を展開する地域営農集団等に対する基盤整備や、農業用施設整備等

の支援拡充をお願い申し上げます。 
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10 森林環境税（仮称）等の創設及び地方の意見を踏まえた調整

について                  

提案の主旨 

○ 森林環境税（仮称）等の創設及び地方の意見を踏まえた調整について 

（経済産業省、環境省及び農林水産省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 森林整備や木材利用を推進することは、地球温暖化防止のみならず国土や地域の保全、

快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるもの

であります。 

国においては、租税特別措置法の一部を改正する法律（平成 24年法律第 16号）により、

「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられ、平成 24年 10月１日から段階的に施

行され、平成 28年４月１日から最終税率に引き上げが完了しました。また、平成 28年度

税制大綱においては、地域温暖化対策税の税収が木質バイオマスのエネルギー利用等に活

用されることとなり、市町村による森林整備等の財源に充てる税制として森林環境税（仮

称）等の新たな仕組みを検討することとされています。 

 

 

【課題】 

○ 少子高齢化が急速に進行する中山間地域では、森林所有者の特定が困難なことや境界の

不明、また、担い手不足により森林の荒廃が長年積み重ねられてきた根本的な課題を抱え

ているのが現状であり、そうした課題を克服することが地球温暖化対策の推進につながり

ます。 

 

 

提案の内容 

 

 

森林吸収源対策を含めた地球温暖化対策に各自治体が果たす役割を適切に反映した、安定

的かつ恒久的な地方税財源の充実・強化のための制度を構築することお願い申し上げます。 

その際、今後、新たな税制等を検討する際には、すでに 37 府県 1 市で導入されている森

林整備のための税等との関係について、地方の意見を踏まえながら調整することをお願い申

し上げます。 

また、自治体が主体的に財源を活用でき、上記の課題について、真に解決が図れる制度と

なるよう強く望みます。 

 

 

 
 

  



19 

 

 

11 道路財特法の補助率等の嵩上げ措置の継続について【新規】 

提案の主旨 

○道路財特法の補助率等の嵩上げ措置の継続について 

                              (国土交通省・財務省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 公共交通基盤が脆弱な中山間地域において、道路は住民の生活基盤の中心となる大変重

要な社会資本であり、また、交流と物流を支える幹線道路は地方創生に取り組む地域の発

展に必要不可欠な要素となっています。 

 

【課題】 

○ 現在、道路事業においては「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」

（以下「道路財特法」）の規定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等が嵩上げ

(50％を 55％等に嵩上げ)されていますが、この嵩上げ規定は平成 29年度までの時限措置

となっています。 

このままでは、平成 30 年度から地方負担が増加することとなり、地方創生に全力を挙

げて取り組んでいるこの時期に補助率等が低減することは自治体運営にとって死活問題

であります。 

 

 

提案の内容 

 

 
来年度以降も迅速かつ着実な道路整備の推進により地方創生が推進され、地域の活性化が図ら

れるよう、道路関係予算の総額の確保と道路財特法の補助率等の嵩上げ措置の継続を強く要望い

たします。 
 

 ■嵩上げの状況 

 直轄改築 

補助改築 

交付金 

社会資本整備総合交付金 

防災・安全交付金 

 補助国道 
都道府県道 

市町村道 
 補助国道 

都道府県道 

市町村道 

 

２／３ 

 

 １／２ 

 

 １／２以内 

 

１／２ 

 

１／２以内 

 

 

 

地域高規格道路 

5.5／10以内に嵩上げ 
高規格幹線道路 

７／10に嵩上げ 

5.5／10に

嵩上げ 

5.5／10～７／10 

の範囲内で嵩上げ 

７／10以内

に嵩上げ 
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12 道の駅「（仮称）あきたかた」の整備促進について【新規】 

提案の主旨 

○道の駅「（仮称）あきたかた」の整備促進について  

                              (国土交通省・財務省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 安芸高田市を縦断する国道 54号沿線には、24時間利用できる駐車場や公衆トイレと道

路情報が得られる施設がなく、市の観光情報や産業振興の拠点となる施設も整備されてい

ません。 

 

 

【課題】 

○ 少子高齢化の進行による農業の衰退、消費者の市外への流出、観光資源の連携・情報発

信不足による観光客数の低迷などが続いています。 

 

 

 

 

 

提案の内容 

 

 

地域の活性化や観光振興を図るため、本市が有する「観光」「歴史・文化」「農業」などの

地域資源を結節する役割において核となる国土交通省と一体型の道の駅を広島県域の国道

54号のほぼ中間に位置する吉田町可愛地区に整備することとしています。 

  つきましては、早期整備に格段のご配慮をお願い申し上げます。 
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13 中国縦貫自動車道の利用促進について 

提案の主旨 

○中国縦貫自動車道の利用促進について  

    (国土交通省・財務省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 中国縦貫自動車道は、過疎高齢化が進む中国地方の中山間地域において、交流人口の拡

大や、物流の活性化を図るための基幹インフラですが、通過交通量が極めて少ない状況に

あります。 

 

【課題】 

○ 過疎地域を取り巻く状況は依然として厳しいため、観光産業や企業活動などにより、継

続してヒト・モノが動く仕組みづくりが必要です。 

 

 

提案の内容 

 

中国地方は東西に縦断する二つの高速自動車国道を有していますが、中国縦貫自動車道

は、並行する山陽自動車道と比較して交通量に大きな差があり、有効に活用されていない状

況にあります。 

しかしながら、中国縦貫自動車道は、九州から関西までの物流の大動脈であるとともに中

国山地沿線地域の地方創生、住民生活に欠かせない施設であり、さらには、山陽自動車道の

渋滞緩和、災害時のバックアップ機能を果たすものであります。 

この中国縦貫自動車道の更なるストック効果を上げるものとして、中国縦貫自動車道の利

用料金の割引制度の創出を提案いたします。 

 

中国縦貫自動車道の利用料金の低減により、九州から関西まで移動コストの削減により、

中国縦貫自動車道沿い【中山間地域】への物流拠点や製造業等の企業立地の可能性や、誘客

に苦戦している中国縦貫自動車道沿いの観光資源への入込観光客の拡大に資するものと考

えています。 

特に、中国縦貫自動車道沿いには、冬期の地域雇用を創出する観光産業の中心ともいえる

スキー場が点在しており、入込客の増減は地域経済に大きく左右され、特に九州・四国方面

からは高速道利用料金の軽減は大きなインセンティブとなります。 

同時に、中国縦貫自動車道への交通量の転換は、山陽自動車道の渋滞緩和による安全性（事

故防止）の向上と広島空港等各空港への定時制の向上、高速バスの定時性の確保に大きな効

果をもたらすものと考えます。 

また、中山間地域から山陽側への通勤、通学、通院等での中国縦貫自動車道利用の負担

軽減が図られることにより、中山間地域の暮らしやすさがプラスされ、移住、定住施策に

も資するものであります。 
 

 



22 

 

 

14 交通網の整備について 

提案の主旨 

○交通網の整備について                  （国土交通省・財務省） 

現状及び課題 

 

【現状】 
広島県内陸部地域における交通網は、社会経済活動、地域振興を図る上でも、重要な路線で

あるとともに、沿線住民の生活道として地域生活の安定を担っております。 
 

【課題】  
広島県内陸部地域の発展を図る上でも、地域高規格道路等の早期整備が必要であります。 

 

提案の内容【最優先提案事業を除く。】 

① 地域高規格道路の整備促進 

ア 江府三次道路  
   江府三次道路は、鳥取県日野郡江府町から広島県三次市に至る延長約86kmの地域高規格道路

で、国道183号のバイパスとしても機能しております。現在、広島県内では高道路約３kmが平

成20年3月に供用開始されており、引き続き、全区間の早期完成に向け、着実な整備促進をお

願い申し上げます。 

イ 広島中央フライトロードの早期整備  
 広島中央フライトロードは、広島空港と山陽自動車道、中国横断自動車道尾道松江線を相互

に連絡する重要な路線です。平成23年に広島空港ICから大和南ICまでの約10㎞が供用開始され

ております。全区間の早期完成に向け、残る三原市大和町から世羅郡世羅町までの約14㎞の調

査区間についても、引き続き着実な整備促進をお願い申し上げます。 

ウ 東広島高田道路 

   東広島高田道路は、山陽自動車道と中国縦貫自動車道を結び、県中央部と広島空港を結ぶフ

ライト軸として役割を担う重要な路線です。現在、東広島道路約2km及び向原吉田道路約5kmが

整備区間の指定を受け、東広島道路（約1.0km区間）は平成22年3月に供用開始され、また、向

原吉田道路は供用開始に向け整備が進められており、引き続き、全区間の早期完成に向け、着

実な整備促進をお願い申し上げます。 
 

② 広島～江津間道路の整備促進 
   当該道路は、中国山地に隔てられた広島・島根を貫く基幹道路として、両県の人的・物的な交

流促進と地域の一体的発展に寄与するものです。 

   本道路を構成する道路のうち広島県管理のものは、主要地方道安佐豊平芸北線、国道433号、

国道186号、一般県道都川中野線、主要地方道旭戸河内線及び一般県道今福芸北線であり、総延

長45㎞のうち約40㎞は改良済みです。 

   つきましては、残る未改良区間についても、早期に整備していただき、全区間の早期完成を図

られますよう、格別のご配慮をお願い申し上げます。 
 

③ 国道・主要地方道・一般県道の整備促進 
   広島県内陸部地域を通過する一般国道・主要地方道・一般県道は、都市及び他地域との生活圏

域の相互交流と生活利便性の向上、さらには社会経済活動や地域振興の促進を図る上で極めて重

要な役割を担っております。 

   つきましては、早期整備に格別のご配慮をお願い申し上げます。 
 

④ 交通安全施設の整備促進 
   歩行者及び自転車利用者の安全を確保するとともに、高齢者、障害者等を重視した安全かつ快

適な道路空間の整備を図ることが、緊急課題となっております。 

   つきましては、施設整備に格別のご配慮をお願い申し上げます。 
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○ 地域高規格道路 

江府三次道路 鳥取県江府町～三次市 

広島中央フライトロード 三原市～世羅郡世羅町 

東広島高田道路 東広島市～安芸高田市 
 

○ 広域開発道路 

広島江津間道路 広島市～江津市 
 

○ 一般国道 

国道 183号 三次市十日市中（三次拡幅） 

国道 375号 三次市日下町～作木町香淀（引宇根） 

国道 54号 安芸高田市吉田町吉田 

国道 314号 庄原市東城町東城～下川西（東城バイパス） 

国道 54号(可部バイパス) 広島市安佐北区大林（上根バイパス接続） 

国道 191号 山県郡安芸太田町松原 

国道 433号 山県郡北広島町戸谷、戸谷（堤） 

国道 261号 山県郡北広島町有田（浜田八重可部線交差点） 

国道 432号 世羅郡世羅町賀茂（賀茂バイパス） 
 

○ 主要地方道 

府中松永線 府中市栗柄町～高木町 

吉舎油木線 三次市甲奴町西野（本郷） 

西城比和線 庄原市西城町坊地 

庄原東城線 庄原市東城町下川西 

甲山甲奴上市線 世羅郡世羅町赤屋 

府中世羅三和線 世羅郡世羅町下津田（論田） 
 

○ 一般県道 

三次江津線（巴橋粟屋線） 三次市粟屋町 

新市三次線 三次市西河内町（小谷～大平山） 

庄原停車場線 庄原市中本町～新庄町 

比婆山公園線 庄原市西城町上尺田 

中領家庄原線 庄原市西本町、新庄町～東本町 

弁財天加計線 山県郡安芸太田町土居 

宇賀安田線 世羅郡世羅町安田 

津口国兼線 世羅郡世羅町津口～賀茂 
 

○ 交通安全施設 

国道 486号 府中市父石町 

国道  54号 
三次市布野町下布野、安芸高田市吉田町中馬、山手(簡易パーキング)、常友、吉田、甲田町下小原 

安芸高田市吉田町吉田（大浜工業団地入口交差点） 

国道 183号 三次市四拾貫町、庄原市西城町平子 

国道 375号 三次市十日市南 

国道 432号 庄原市川北町八幡 

国道 186号 山県郡北広島町細見（川小田～細見、細見～県道都川中の線分かれ）、川小田 

国道 433号 山県郡北広島町志路原 
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15 河川整備の推進について 

提案の主旨 

① 河川整備事業・砂防事業の推進               （国土交通省・財務省） 

② 内水排除の整備促進                    （国土交通省・財務省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

① 広島県の内陸部地域を流れる河川は、中国山地系の山々から豊富な水源を得て、日本海、

瀬戸内海へ注いでいます。流域内の人口は、盆地や河口部に集中するほか、河川沿いの平

野部に点在し、鉄道・道路等の交通施設も沿って設置されており、流域内における主要な

生活の場となっています。 

② 近年頻発する集中豪雨等により、河川の水位が急激に高くなった場合、内水が排除でき

ず、家屋、農地等に多大な被害が生じています。 

 

【課題】 

① 豪雨時には、洪水、土砂災害等により流域の家屋、農地等に多大な被害が生じ、道路・

鉄道をはじめライフラインに重大な障害を及ぼす危険性があり、河川・砂防の早期整備が

必要です。 

② 河川の増水時、流域の家屋、農地等に多大な被害を及ぼす危険性があり、内水排除の整

備が必要です。 
 

提案の内容 

 

① 河川整備事業・砂防事業の推進について 

国土保全をはじめ、災害防止の面からも、安全で快適な市民生活を実現し、活力ある産

業基盤を確立するため、河川・砂防の整備推進に格別のご配慮をお願い申し上げます。 

一級河川 江の川 

三次市青河町片山、西酒屋町船所、粟屋町米丸、粟屋町上

村、三次町板崎、三原町小松原、粟屋町荒瀬、上志和地町上

志和地、作木町大津、上川立町川立 

 

② 内水排除の整備促進について 

内水排除の整備により以下の効果が期待できますので、早期整備に格段のご配慮をお願

い申し上げます。 

・浸水被害が軽減されることにより、生活の不安解消、地域の安全・安心が確保できます。 

・地域の安全が確保されることにより、人口流出の抑制及び新規定住者の増加が期待でき

ます。 

・増水時の通行が確保されることにより、避難・防災活動の円滑化が図れます。 

一級河川 江の川 

三次市秋町（常設ポンプ場設置） 

安芸高田市吉田町、甲田町（常設ポンプ場設置） 

安芸高田市吉田町（樋門操作の自動化） 
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16 米軍機の低空飛行訓練について 

提案の主旨 

○ 米軍機の低空飛行訓練について  

                （防衛省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 米軍機による低空飛行訓練に伴う影響を調査するため、北広島町八幡地区に平成 25 年

度より中国四国防衛局において、騒音測定装置による航空機騒音調査を実施、測定結果を

公表されており、情報収集体制の強化及び国による騒音実態の把握が図られました。 

この測定結果によると平成 28年度における最大値として、10月に 109.3デシベルを記

録する爆音が発生しています。 

また、月別では、平成 28年 11月に 99回もの騒音発生を数えている。さらに、平成 28

年度の騒音発生合計は 656回を数えています。 

 

 

【課題】 

○ 引き続き国による騒音実態の把握、防音対策の財政措置を講じる必要があります。 

また、米軍等関係機関に対し、強い姿勢で低空飛行訓練を即時中止するよう申し入れを

行う必要があります。 

 

 

提案の内容 

 

 

次の事項について、お願い申し上げます。 

 

○ 住民の平穏な生活を守るため、これまで以上に騒音の実態を積極的に情報収集・公開 

○ 騒音測定器の増設や防音対策の財政措置 

○ 米軍等関係機関に対し、低空飛行訓練を即時中止するよう申し入れ 
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17 民間委託による外国青年配置に対する財政支援について 

【新規】 

提案の主旨 

○ 民間委託による外国青年配置に対する財政支援について 

                （文部科学省） 

現状及び課題 

 

【現状】 

○ 平成 30 年度から段階的に実施される次期学習指導要領では、児童生徒に英語の４技能

(読む・聞く・書く・話す)及び実際の運用力を身に付けさせることが求められ、平成 32年

度には小学校５・６年生で英語科、３・４年生では外国語活動の授業が導入されます。 

 

 

【課題】 

○ 児童生徒に外国語によるコミュニケーション能力を身に付けさせるため活用している、

民間委託による外国青年(ＮＯＮ―ＪＥＴ)の雇用費用について自治体に大きな負担が生

じています。 

また、全国的に同様の自治体が多く存在しており共通の課題です。 

 

 

提案の内容 

 

 

小中学校段階からグローバル化に対応した教育環境づくり、特に、次期学習指導要領で重

視されている外国語教育の充実を図るためには、地域の教育ニーズに対応する多様な人材確

保が重要であり、既存のＪＥＴプログラム活用における支援に加え、民間委託による外国青

年(ＮＯＮ―ＪＥＴ)配置に対する財政支援(補助金の予算化等)をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


